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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 令和７年度「ビューティフル・パートナー感謝状贈呈式」の実施について 

所管部課名 地域のちから推進部地域調整課 

内   容 

「ビューティフル・ウィンドウズ運動」に永年にわたりご協力いただいて 

いる区民・団体を表彰する「ビューティフル・パートナー感謝状贈呈式」を 

次のとおり実施する。 

 

１ 実施日時 

令和７年１１月１９日（水）午後２時から 

 

２ 実施会場 

西新井文化ホール（栗原一丁目３番１号 ギャラクシティ内） 

 

３ 感謝状贈呈対象（予定） 

番号 部 門 名 受賞者（団体）数 

１  花いっぱいコンクール入賞団体 ２４ 団体 

２  善行者 
１５ 名 

２ 団体 

３  清掃美化活動実施団体 １９ 団体 

４  
絆のあんしん協力員 

絆のあんしん協力機関 

７３ 名 

１３ 団体 

５  足立区安全安心パトロール隊 ４１ 名 

６  青色自主防犯パトロール活動団体 ３ 団体 

７  防犯まちづくり推進地区 該当者なし 

８  環境保全事業功労者 ３ 名 

９  清掃事業功労者 １ 名 

１０ 廃棄物の減量及び適正処理事業者 １ 団体 

１１ 不法投棄通報協力員功労者 ９ 名 

１２ まちづくり功労者 該当者なし 

１３ 
交通安全功労者 

交通安全功労団体 

３６ 名 

２７ 団体 

１４ 違反広告物除却協力団体 １６ 団体 

１５ 
みどりの功労者 

（公園・プチテラス等自主管理） 

１ 名 

４４ 団体 

１６ みどりの功労者（保存樹木維持管理） ３ 名 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 
「北千住駅西口公衆喫煙所（ペデストリアンデッキ下）（加熱式たばこ専 

用）」のリニューアルについて 

所管部課名 地域のちから推進部地域調整課 

内   容 

「北千住駅西口公衆喫煙所（ペデストリアンデッキ下）（加熱式たばこ専

用）」のリニューアルについて、次のとおり「フィリップモリスジャパン合

同会社」（以下「フィリップモリス」という。）との協定により実施した。 

１ リニューアルの内容 

（１）パーテーションの新設及び植栽ブロックの撤去 

（２）吸い殻入れの入れ替え 

（３）案内サイン・看板の張替え 

※ イメージ写真：項番４参照 

２ リニューアルの経緯 

令和２年１１月 
フィリップモリスと「覚書」を締結し、

物品等一式の寄贈を受ける。 

令和２年１２月 喫煙所を一般開放 

令和６年 ７月 

フィリップモリスから喫煙所全体の

リニューアルを行ってはどうかとの

提案を受ける。 

令和７年１０月２４日 
「協定」締結 

※ 協定書：別紙１参照 

令和７年１０月２７日 工事開始 

令和７年１１月 ４日 
工事終了 

リニューアル後の一般開放 

 

３ 工事実施箇所案内図 
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４ リニューアルイメージ 

（１）リニューアル前（現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）リニューアル後（イメージ） 
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北千住駅に設置する加熱式たばこ専用スペースに関する協定書 

 

足立区（以下「甲」という。）とフィリップ・モリス・ジャパン合同会社（以

下「乙」という。）とは、北千住駅西口ペデストリアンデッキ下（足立区千住二

丁目５９番）に設置する加熱式たばこ専用スペース（以下「本施設」という。）

について、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（基本合意） 

第１条 甲及び乙は、北千住駅周辺の受動喫煙防止対策及び喫煙環境の整備（以

下「スモークフリー環境整備」という。）に寄与するため、本協定に従い、北

千住駅西口ペデストリアンデッキ下に本施設を設置し、甲乙共同でスモーク

フリー環境整備に関する告知及びスモークフリー啓発活動（喫煙マナーの啓

発及び本施設における加熱式たばこ以外の使用禁止の告知活動等をいう。以

下同じ。）を行うことを合意する。 

 

（本施設の設置） 

第２条 乙は、甲が本協定第６条各号に規定する活動（以下「本活動」という。）

を行うことを許可するとともに、甲乙共同でスモークフリー環境整備について

告知活動を行うことを条件に、乙の責任と負担により、北千住駅西口ペデスト

リアンデッキ下に本施設を設置する。 

２ 甲は、本施設の引渡しを受けた際、本施設の規格・仕様及び瑕疵の有無につ

いて、その場で検査し、その結果を乙に通知するものとする。 

３ 本施設の引渡しは、前項の検査に合格した時をもって完了するものとし、同

時に本施設の所有権は乙から甲に移転するものとする。 

４ 乙は、本施設を甲に無償で寄贈するものとする。 

 

（専用物品） 

第３条 本協定により乙が定める加熱式たばこの専用物品（以下「専用物品」と 

いう。）は、別紙に定めるものとする。 

 

（維持・管理） 

第４条 甲は、本協定の有効期間内において、適切に本施設及び専用物品の維 

持・管理を行うものとする。 

２ 甲は、本協定の有効期間内において、本施設及び専用物品に不具合、破損等

が生じた場合は、直ちにその旨を乙に報告し、乙は、乙の負担において本設備

及び専用物品の修繕を行うものとする。ただし、「屋外分煙施設の技術的留意

事項について（通知）」（平成３０年１１月９日付 健発１１０９第６号 厚生

労働省健康局長通知）において記載のある屋外分煙施設出入口へのクランク

の設置について、今後法令等により設置が義務化された場合には、甲の負担に

5

06790640
テキストボックス
別紙１




 

より設置を行うものとし、設置の方法は甲が決定する。 

 

（本施設及び専用物品の撤去等） 

第５条 甲は、本協定の有効期間内において、本施設及び専用物品の第三者への 

譲渡、分解、改造、移設、撤去等の処分又は共用停止を行う場合は、乙に対し 

事前に通知するものとし、甲及び乙は、これについて誠実に協議し対応を決定 

する。 

 

（本活動の内容） 

第６条 本協定の有効期間内において、次に掲げる活動について甲乙にて協力

して行うものとする。 

（１） 本施設での加熱式たばこ専用エリアを示すアイコン及び本活動に関わ

る広告物の表示及び専用物品の設置 

（２） 本施設内での乙によるスモークフリー啓発活動 

（３） メディア媒体における甲乙間のスモークフリー環境整備についての取

組紹介 

（４） 足立区ホームページ内における、本施設のスモークフリー環境整備につ

いての告知 

（５） 本協定における足立区との取組をロールモデルとして、乙による他自

治体への事例紹介 

（６） 前各号に掲げるもののほか、甲乙別途協議により定める活動 

 

（広告掲出等制限） 

第７条 甲及び乙は、本協定の有効期間内において、本施設内でたばこ製品広告

掲出を行うことができないものとする。 

２ 前項の内容は、甲又は甲の関係する団体の本活動その他公共事業等に関す

る案内等の掲出を制限するものではない。 

 

（甲の義務） 

第８条 甲は、乙が本活動を行うに当たり、本施設への立入り及び本活動に必

要な物品等の搬入・搬出に関し、乙に協力する。 

２ 甲は、乙が本協定における取組について、メディア媒体にＰＲ記事を掲出す

る際は、本施設周辺の写真撮影並びに記事への寄稿に協力する。 

 

（乙の義務） 

第９条 乙は、本活動を行うに当たり、関連法規を遵守の上、乙又は乙に所属す 

る関係者を通じて、２０歳未満の者に訴求する紙巻たばこ及び加熱式たばに 

関するプロモーション活動その他の活動を決して行わないものとする。 

２ 乙は、本施設の専用物品及びスモークフリー環境整備に関する告知物（ポス
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ター、リーフレット等）を乙の負担と責任において制作し、本施設及び別途甲

乙合意した場所へ掲出する。 

 

 

（損害賠償） 

第１０条 乙は、本施設の所有権の移転後、乙の責に帰すべき事由によらずに、 

本施設の利用において甲又は第三者に人的及び物的損害が生じた場合、何ら 

の責任を負わないものとする。ただし、本件寄贈物件の製造又は施工に関する

部分において、甲又は第三者に損害が生じ、故意又は重大な過失があるときは

この限りではない。 

２ 甲及び乙は、本協定の定めに違反して相手方に損害を与えたときは、かかる

損害を賠償する責を負うものとする。 

 

（秘密保持） 

第１１条 甲及び乙は、本協定書の履行に際して知り得た相手方及び相手方の 

顧客に関る情報を第三者に開示せず、本協定の履行以外の目的で使用しない。 

２ 本条の義務は、本協定終了後も有効に存続する。 

 

（有効期間） 

第１２条 本協定の有効期間は、締結日から令和 10 年 11 月 30 日までとする。

ただし、本協定満了日の３か月前までに甲乙いずれからも本協定終了の申出

がない場合は、本協定は１年間更新され、その後も同様とする。 

 

（解約事項） 

第１３条 甲及び乙は、相手方がその責に帰すべき事由により、本協定上の債務

を履行しない場合は、相当な期間を定めて書面により催告した後、なおかか

る不履行が是正されない場合は、本協定を解約することができる。 

２ 甲及び乙は、相手方に、銀行取引停止処分、支払停止、仮差押え、差押え、

仮処分その他の強制執行があった場合、破産・民事再生・会社更生手続開始又

は特別清算開始の申立てがあった場合若しくは自ら申し立てた場合は、何ら

の催告なしに本協定を解約することができる。 

３ 前２項に基づく解約権の行使は、責めのある当事者に対する損害賠償の請

求を妨げない。 

 

 （有効期間満了後等の本協定の効力） 

第１４条 前２条の規定にかかわらず、第１２条に規定する有効期間の満了後

及び前条の規定による解約後にあっても、第２条第３項及び第４項の規定は、

なお効力を有する。 
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（不可抗力） 

第１５条 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、テロ行為、 

重大な疾病、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府 

による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他当事者の合理的 

制御の範囲を超えた事由による本協定事項の全部又は一部の履行不能につい 

ては、いずれの当事者もその責任を負わない。 

 

（その他） 

第１６条 甲及び乙は、本協定の規定に関する疑義又はこれらの規定に定めの 

ない事項については、甲乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。 

 

（合意管轄） 

第１７条 本協定に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管 

轄裁判所とする。 

 

以上、本協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通

を保管する。 

 

令和  年  月  日 

 

 

   東京都足立区中央本町一丁目１７番１号 

甲  足立区 

   代表者 区長   近藤 弥生 

 

   東京都千代田区永田町二丁目１１番１号 

乙  山王パークタワー２２階 

   フィリップ・モリス・ジャパン合同会社 

   代表者 社長 シェリー・ゴー 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

７ １０ ２４
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別紙：専用物品 

 

 

# 専用物品名称及び台数  

1 
加熱式たばこ専用 

 スタンド灰皿 1 台 

 

 

 

 

 

※イメージ 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 江北コミュニティセンターの大規模改修工事について 

所管部課名 
地域のちから推進部住区推進課 

施設営繕部西部地区建設課、子ども家庭部学童保育課 

内   容 

当初、令和７年８月開始を予定していた江北コミュニティセンターの大規

模改修工事について、契約不調により落札ができなかった。 

今回、９月補正予算が認められたため、大規模改修工事を次のとおり予定

する。 

 

１ 工事概要 

（１）改修工事期間（予定） 

令和８年１月頃から令和９年８月頃（１年８ヵ月） 

（２）主な工事内容 

内装、外装、給排水、空調、換気、照明コンセント等の改修 

 

２ 施設機能ごとの休館期間等（予定） 

（１）休館・休室期間 

施設機能 休館期間 

悠々館 令和８年１月頃から令和９年８月頃 

児童館（一般来館・特例

利用「ランドセルで児童

館」） 

令和８年１月頃から令和９年８月頃 

※ 利用者と工事業者の動線を分け 

ることが難しいため休館 

学童保育室 

休室期間なし 

※ 学童保育室の工事期間中は、児 

童館エリアで運営 

 

（２）全館開館予定 

令和９年９月頃 

 

３ 今後の方針等 

（１）休館期間中の悠々館や児童館の利用については、区のホームページや 

利用者への個別周知等により、近隣の扇住区センターや西新井本町住区 

センターをご案内していく（別紙２参照）。 

（２）利用者の安全に十分配慮し、改修工事を行う。 
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別紙２ 

江北コミュニティセンターの近隣の住区センター 

 

 

江北コミュニティセンター 

扇住区センター 

西新井本町住区センター 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 「第６回足立レインボー映画祭」の開催について 

所管部課名 地域のちから推進部多様性社会推進課 

内   容 

第６回足立レインボー映画祭を次のとおり開催する。 

 

１ 目的 

参加しやすい「映画」を活用し、区民等に性の多様性について考える機 

会を作る。また、ＬＧＢＴＱ当事者や支援者によるトークショーを行うこ 

とで、より一層の理解促進を図り、多様な性のあり方について分かり合え 

る社会を目指すイベントとして開催する。 

 

２ テーマ 

「ＬＧＢＴＱのリアルを知る」 

昨年と同じテーマとし、性の多様性について更なる理解促進を図ること 

により、ＬＧＢＴＱが私たちの身近なものとして捉えてもらう。 

 

３ 開催日・会場 

（１）開催日 

令和８年２月７日（土）午後２時（開場午後１時３０分） 

（２）会場 

東京芸術センター２１階 天空劇場 

 

４ タイムスケジュール（予定） 

時 間 内 容 

午後２時００分 開会式（１５分） 

２時１５分 

映画①「息子と呼ぶ日まで」（２５分） 

出生時の性別は女性だがトランスジェンダー男

性として生きる主人公が、自らのカミングアウト

と家族との関係を描いた実話に基づき製作された

作品。 

２時４０分 
ＬＧＢＴＱ当事者等によるトークショー① 

（４０分） 

３時２０分 休憩（１５分） 

３時３５分 

映画②「そばかす」（１０４分） 

誰に対しても恋愛感情を抱かない主人公が、世

間一般的な恋愛観に悩みつつ、「自分の幸せは何な

のか」を発見していく姿を描いた作品。 

５時２０分 
ＬＧＢＴＱ当事者等によるトークショー② 

（３０分） 

６時００分 閉会 
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５ 周知方法 

（１）チラシ配布や区ホームページ掲載、ＳＮＳの活用により周知する。 

（２）ＬＧＢＴＱに関する理解促進・支援団体への情報提供及び周知協力依 

頼を行う。 

（３）映画祭当日は、ＬＧＢＴ相談窓口やパートナーシップ・ファミリーシ 

ップ制度等の周知を併せて行う。 

 

６ 今後の方針 

前年度の実施後アンケート結果で、「満足度」（４．４点／５点）、「また 

参加したい」９５．６％であり、毎年参加している方もいるため、内容を 

工夫しながら今後も継続実施していく。 

 

７ 参考 

令和４年度実績  ８０人（東京芸術センター ブルースタジオ） 

令和５年度実績 １４０人（東京芸術センター 天空劇場） 

令和６年度実績 １８１人（東京芸術センター 天空劇場） 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 足立区郷土芸能大会の開催結果について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室地域文化課 

内   容 

足立区郷土芸能大会の開催結果を次のとおり報告する。 

 

１ 開催結果 

（１）日  時 令和７年１０月１９日（日）  

     午前１１時から午後４時１５分まで 

（２）場  所 西新井文化ホール 

（３）観覧者数 ３７４人（令和６年度２３５人） 

（４）演目内容 

１７団体がお囃子や獅子舞、太鼓など、日頃の練習の成果を披露した。 

小気味よい五人囃子や迫力のある太鼓演奏のほか、獅子舞は千住宿開宿 

４００年を祝した。 

   

 

２ 青少年奨励賞表彰 

江戸あだち太鼓・大鷲会 ２名（中学３年生） 

受賞コメント 

① 兄姉が習っていたので、３歳の頃から太鼓に触れてきた。 

② 毎年お祭の時に、太鼓を叩けるのが嬉しかった。 

③ 高校生になっても、小さい子を指導しながら太鼓を続けていきた 

い。 

 

３ 子どものお囃子体験会 

  ギャラクシティモール内において、笛にあわせて締太鼓を叩くお囃子体

験会を実施した。ギャラクシティに来場していた多くの親子が体験し、伝

統芸能に興味を持ってもらうきっかけづくりになった。 

今年度から、お囃子を体験した子ども達に、記念グッズとしてオリジナ 

ルハンカチを配付した。 

【参加数】１３８人（令和６年度１１３人） 
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４ 出演団体（五十音順） 

 団体名 出演ジャンル 出演者数 

１ 曙箕輪囃子桜会 箕輪囃子   ７名 

２ 綾瀬神社江戸祭囃子保存会 江戸囃子 １３名 

３ いなほ千住囃子保存会 獅子舞   ６名 

４ 江戸あだち太鼓・大鷲会 太鼓 ３０名 

５ 江戸ばやし千住巴会 獅子舞   ７名 

６ 押部文化保存会はやし連 葛西囃子   ５名 

７ 川田囃子連中 神田囃子   ５名 

８ 神田囃子千四会 獅子舞   ６名 

９ 神田囃子睦会 神田囃子   ５名 

10 栗原石塚囃子連中 葛西囃子   ５名 

11 高野箕濃が谷囃子保存会 箕濃が谷囃子   ５名 

12 島根ばやし連中 神田囃子   ５名 

13 西之宮稲荷神社五反野祭囃子保存会 獅子舞   ９名 

14 二ツ家箕濃が谷囃子連中 箕濃が谷囃子   ５名 

15 保木間箕濃が谷囃子保存会 箕濃が谷囃子   ５名 

16 柳原箕輪囃子連 箕輪囃子   ５名 

17 六月囃子連中 神田囃子 １０名 

１７団体 １３３名 

 

５ 今後の方針 

日頃の練習の成果を発表する機会を設け、郷土芸能を伝承している方の 

活動が継続するよう引き続き支援していく。また、子どもが郷土芸能に触 

れる機会を数多く設け、興味関心を高め、若年層の参加を促していく。 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 
竹の塚地域学習センター内の学童保育室の空調工事計画に伴うレクリ 

エーションホール（３階）の利用休止について 

所管部課名 
地域のちから推進部生涯学習支援室生涯学習支援課 

子ども家庭部学童保育課、施設営繕部西部地区建設課 

内   容 

竹の塚地域学習センター内の学童保育室の空調工事計画に伴い、３階のレ

クリエーションホールを代替場所として使用して学童保育を継続するため、

一般利用が休止となり、早めの周知が必要なため、次のとおり報告する。 

 

１ レクリエーションホールの休止期間（予定） 

令和８年５月２０日（水）から９月２０日（日）まで 

※ 入札不調・再入札が生じた場合、最長で１１月７日（土）まで利用休 

止となる。 

※ レクリエーションホールの利用状況 

 

 

 

 

２ 工事概要（※ 来年度当初予算をお認めいただいた場合、工事実施予定） 

（１）改修工事期間（予定） 

令和８年６月頃から令和８年９月頃まで 

（２）主な工事内容 

空調設備の改修 

（３）実施理由 

学童保育室内の空調は、設置から３０年経過しており、能力の低下が 

みられる。また、交換部品がなく故障の際に長期間使用できなくなる恐 

れがあるため。 

 

３ 今後の方針 

（１）レクリエーションホール利用者への周知は、センターのホームページ 

やミニコミ紙に掲載するとともに、１２月の利用者懇談会で事前説明を 

行う。また、定期的に利用している団体については、４階ホールや近隣 

のセンターを案内する。 

（２）工事期間中の学童保育室の利用については、区のホームページや利用 

者への個別周知等により、案内する。 

（３）搬入出時には、利用者の安全に十分配慮し、工事を行う。 

利用目的 会議、団体活動（ダンス、合唱など）、講座 

利用率等 利用率８割、利用者数は約 36,000 人/年（R6） 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 「冬こそ筋活！脳活！ポイントアップ大作戦」の実施について 

所管部課名 
地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

福祉部高齢者施策推進室高齢者地域包括ケア推進課 

内   容 

冬は運動不足や外出減少により、体力や認知機能の低下が懸念されるた

め、「パークで筋トレ」と「あだち脳活ラボ」を組み合わせ、楽しく健康づ

くりを促す冬季限定ポイントアップ企画を実施する。 

 

１ 実施概要・期間 

（１）企画 

 「パークで筋トレ」参加者には、通常の参加ポイント（２０ｐｔ）に 

加え、冬季限定の特別ボーナスポイント（３０ｐｔ）を付与し、参加の 

度に合計で５０ｐｔを付与する。 

※ 獲得したポイントは、ＱＵＯカードペイが当たるガラガラ抽選への 

参加や、プロフィール画像に登録される自分のキャラクターへの変更 

に使用可能 

（２）期間 

令和７年１２月１日（月）から令和８年２月２８日（土）まで 

（３）対象 

足立区 LINE 公式アカウント「あだち脳活ラボ」登録者 

（４）会場 

区内４０か所の公園（「パークで筋トレ」実施場所） 

２ 目的 

（１）高齢者の健康維持・介護予防 

冬季は外出・運動の機会が減少し、筋力・バランス能力の低下や認知 

機能低下のリスクが高まるため、公園での軽運動を継続的に促進する。 

（２）参加意欲の向上 

ポイントアップキャンペーンを通じて、達成感や楽しさを感じながら 

継続的な参加を促す。 

（３）脳と体の両面からの健康づくり 

「筋トレ＋脳トレ」要素を組み合わせ、認知症予防や生活の質 

（ＱＯＬ）向上につなげる。 

 

３ 周知方法 

あだち広報１１月２５日号、「あだち脳活ラボ」の通知、地域包括支援 

センターでの掲出 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 
「東京ヴェルディ V.LEAGUE 2025-2026 区民観戦デー」の開催及び体験

会の実施について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内   容 

東京ヴェルディ株式会社との連携協定に基づき、バレーボール（V.LEAGUE 

MEN 東地区）の公式戦を次のとおり足立区内で実施し、区民の特別観戦デー

を開催する。 

 

１ 内容 

  項番３のいずれの開催日においても、以下の内容について無料で実施す

る。 

種別 対象 定員 

バレーボール 

体験会・試合観戦 
小学生（保護者も可） 各 20 組 40 人 

試合観戦 中学生以下の方と保護者 各 40 組 80 人 

（１）申込方法 

区ホームページ内の専用オンライン申請フォームから申込 

（２）選定方法 

抽選 

 

２ 目的 

「みるスポーツ」としてトップアスリートの競技を観戦する機会を提供 

し、その感動を自ら「するスポーツ」へのきっかけとすることで、スポー 

ツの振興と区民の皆様の心身の健康及び生活の質の向上に貢献する。 

 

３ 開催日 

開催日 開始時間 対戦相手 

令和 7年 11 月 29 日（土） 午後 2時 00 分 
埼玉アザレア 

令和 7年 11 月 30 日（日） 午後 1時 00 分 

令和 8年 02 月 13 日（金） 午後 6時 00 分 
千葉ドット 

令和 8年 02 月 14 日（土） 午後 2時 00 分 

令和 8年 02 月 28 日（土） 午後 2時 00 分 
長野 GaRons 

令和 8年 03 月 01 日（日） 午後 1時 00 分 

 

４ 会場 

総合スポーツセンター 
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５ 共催等 

（１）共催 

一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ 

公益財団法人日本バレーボール協会 

（２）主管 

   一般社団法人スポーツユニット 

公益財団法人東京都バレーボール協会 

足立区 

 

６ チケット販売（無料の区招待枠１２０人を除く） 

 
席の種類 指定/自由 席数 

前売価格 

当日価格 

3 階 アリーナ 

サイド席 

1 列目 

 

 

 

指定席 

48 
4,500 円 

5,000 円 

サイド席 

2 列目以降 
124 

3,500 円 

4,000 円 

ベンチサイド席 

1 列目 
40 

4,500 円 

5,000 円 

ベンチサイド席 

2 列目以降 
80 

3,500 円 

4,000 円 

4 階 

スタンド 

一般 

自由席 249 

2,500 円 

3,000 円 

中高生 
1,000 円 

1,500 円 

小学生 
 500 円 

1,000 円 

チーム 

サポーター 

一般 

自由席 81 

2,500 円 

3,000 円 

中高生 
1,000 円 

1,500 円 

小学生 
 500 円 

1,000 円 

車いす席 

（本人と介助者 2人分） 
指定席 2 組 

4,000 円 

5,000 円 
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７ チケットの購入手順 

（１）申し込み方法（専用ページから） 

区ホームページからリンクするチームホームページの専用ページで 

申込（システム利用手数料３３０円が必要） 

（２）支払い方法 

クレジットカードもしくはコンビニ払いが選択可 

（３）チケットの発券 

申込後、ローソンにて発券（発券手数料１６５円が必要） 

（４）当日券の購入 

空席がある場合のみ会場でも購入可能（現金のみ） 

 

８ 周知方法 

  あだち広報１０月２５日号、区ホームページ、ＳＮＳ、小中学生へチラ

シ配布（東京ヴェルディ株式会社作成）、豆の木メールほか 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 「ジャイアンツアカデミー 親子ふれあい野球体験教室」の開催について 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内   容 

株式会社読売巨人軍との連携協定に基づき、年間を通じた定期的なスクー

ルとは別に、ジャイアンツアカデミーの親子体験教室を次のとおり開催す

る。 

 

１ 内容 

内容 対象 時間 定員 昨年度実績 

親子で 

ボール遊び 

５歳・６歳児と 

保護者 

午前・午後の 

2 部制 
50組100人 

43 組 86 人 

49 組 98 人 

（１）申込方法 

株式会社読売巨人軍ホームページ内の専用オンライン申請フォーム 

から申込 

（２）選定方法 

抽選 

（３）参加費 

無料 

２ 目的 

「するスポーツ」として、野球の楽しさや身体を動かす喜びを子どもた 

ちに伝え、スポーツを始めるきっかけを作りながら、親子での参加を通じ 

てコミュニケーションを深める機会を提供する。 

３ 開催日 

令和７年１２月６日（土） 

４ 会場 

平野運動場 

５ 共催 

株式会社読売巨人軍 

足立区 

６ 周知方法 

  区ホームページ、保育園・幼稚園・こども園の４歳児・５歳児クラスへ

チラシ配布 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 
「一日限定！関東バスケットボール オールスターゲーム 2025」の開催に

ついて 

所管部課名 地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

内   容 

プロリーグ（B.LEAGUE）を目指す選手やアマチュアとして最高峰のレベル

で競技を続ける選手による一日限定のオールスターゲーム※を開催する。 

※ 男女とも関東社会人選抜と関東大学選抜との対戦 

 

１ 内容 

種別 時間 定員 対象 
申込 

方法 

バスケットボール

体験会・試合観戦 

午前 11 時～ 

正午 
35 組 70 人 

小学生 

（保護者も可） 
抽選 

 

試合観戦 

女子の部 

午後 1時～ 

午後 3時 

3 階 160 席 

どなたでも 

抽選 

4 階 210 席 先着 

 

試合観戦 

男子の部 

 

午後 3時～ 

午後 5時 

3 階 160 席 抽選 

4 階 210 席 先着 

（１）申込方法・選定方法 

  ア 体験会（３５組７０人）・３階（３階１６０席） 

抽選：区ホームページ内の専用オンライン申請フォームから申込 

イ ４階（２１０席） 

先着：当日会場で受付 

（２）参加費 

無料 

 

２ 目的 

「みるスポーツ」としてトップアスリートの競技を観戦する機会を提供 

し、その感動を自ら「するスポーツ」へのきっかけとすることで、スポー 

ツの振興と区民の皆様の心身の健康及び生活の質の向上に貢献する。 

 

３ 開催日 

令和７年１２月２０日（土） 
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４ 会場 

総合スポーツセンター 

 

５ 共催 

一般社団法人関東大学バスケットボール連盟 

一般社団法人関東大学女子バスケットボール連盟 

東京都社会人バスケットボール連盟 

足立区 

 

６ 周知方法 

  あだち広報１１月２５日号、区ホームページ、ＳＮＳ、小中学生へチラ

シ配布、豆の木メールほか 
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 「スポーツカーニバル２０２５」の開催結果について 

所管部課名 
地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

公益財団法人足立区スポーツ協会 

内   容 

令和７年１０月１３日（月・祝）に実施された「スポーツカーニバル 2025」

の開催結果を次のとおり報告する。 

１ 参加者数及び実施内容（延べ人数） 

  参加者数 
 
会場 

（前回） 
令和６年度 

【天候:晴れ】 

 
令和７年度 

【天候:晴れ】 
増減人数 前年比 

総合スポーツ 
センター 

4,628 

屋内 3,328 

屋外 1,300 

5,008 

屋内 3,490 

屋外 1,518 

380 

屋内 162 

屋外 218 

108％ 

地域体育館等 
2,693 

【12 会場】 

3,817 

【14 会場】 
1,124 142％ 

合計  7,321 8,825 1,504 121％ 

※ 各地域館等参加者数及び実施内容については別紙３参照。 

（１）地域体育館の前年度比較（人） 

 

（千住温水）  
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（２）増減が大きかった会場とその要因 

 

会場 

増減

人数

（人） 

 

理由 

江北 

地域体育館 
334 

① スポーツ種目数が４種目から５種目に増加 

したことによる増 

② 櫻井 由香氏（バレーボール）、井上 謙氏（バ 

レーボール）の集客効果による増 

鹿浜 

地域体育館 
204 

① スポーツ種目数が６種目から７種目に増加し 

たことによる増 

② 地域館での SNS や広告による増 

花畑 

地域体育館 
106 

① ボッチャ・ラダーゲッター等年齢問わず楽し 

める企画の見直しによる増 

佐野 

地域体育館 
▲ 63 

① 前年度体力測定の集客に力を入れたが混雑し

てしまったため、適正人数での実施による減 

千寿本町小 

(千住温水） 
▲139 ① プールでのスポーツ体験未実施による減 

平野運動場 ▲113 

① 前年度は野球チームが多く参加したが、今年

は練習日と重なり参加チームが少なかったこ

とによる減 

 

２ 目的 

広く区民が運動･スポーツに参加できる体験型イベントとして、各種ス 

ポーツ、パラスポーツ、体力測定、レクリエーション等を実施した。 

 

３ 日時 

令和７年１０月１３日（月・祝（スポーツの日）） 

午前９時３０分から午後３時３０分まで（舎人陸上競技場は午前１１時 

３０分で終了） 

 

４ デフリンピック関連企画 

（１）異言語脱出ゲーム(総合スポーツセンター) 

ア 参加者数：１９１人 

イ 内  容：手話を使って謎を解き、会場内を周遊するイベント  

（２）デフリンピッククイズ(各地域体育館等) 

ア 参加者数：５３９人 

イ 内  容：クイズを通して手話による応援を覚える企画 
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５ 当日の様子 

開会式・コラボステージ     異言語脱出ゲーム 

   

体力測定            柔道教室 

  

デフサッカー（千寿本町小）    走り方教室（舎人陸上競技場） 

   

 

６ アンケートの主な意見 

（１）本イベントの満足度（有効回答数：２，０１７（前回：１，１６７）） 

      年度  

項目 

 
令和７年度 

回答数 

 
令和７年度 

割合 

（前回） 
令和６年度 

回答数 

（前回） 
令和６年度 

割合 

満足している 1,524 75.6％ 788 67.5％ 

まあ満足 420 20.8％ 306 26.2％ 

どちらとも言えない 56 2.8％ 58 5.0％ 

少し不満 12 0.6％ 11 1.0％ 

不満 5 0.2％ 4 0.3％ 

合計 2,017 100.0％ 1,167 100.0％ 
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（２）ご意見やご要望 

ア 満足のご意見・ご要望 

（ア）スポーツの動作を丁寧に教えてくれた。 

（イ）ビームライフル等の体験したことのないスポーツが出来た。 

（ウ）いろんな動きをして測定する体力測定が楽しかった。 

イ 不満のご意見・ご要望 

（ア）毎年来ているが、知的障がいがある人への説明が下手。 

（イ）整理券の配布があるのならパンフレットやホームページなどで 

事前に知らせて欲しかった。 

（ウ）子どもが参加しやすいものを増やして欲しい。 

 

７ 課題及び対策 

（１）会場入り口に表示がないところがあり、何のスポーツをやっているの 

かわかりにくかった。次回からはスポーツ名を記載したＡ形看板を設置 

するなど視認性を高める。 

（２）指定管理者がいない舎人陸上競技場・千寿本町小学校に区職員を配置 

したが、物品（コーン）の管理場所が分からない等、運営に若干の支障 

が生じた。今後他施設での展開も想定し、事前に物品保管場所の下見等 

準備を行う。 

 

８ 今後の方針 

１２月に足立区、足立区スポーツ協会、足立区スポーツ推進委員及び各 

地域館指定管理者による全体会議を開催し、来年に向けて意見交換会を行 

う。 
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スポーツカーニバル2025 会場別参加者数及び実施内容 ※ 参加者数に増減がある上位３会場は網掛け

会場

（前回）

令和６年度

【天候晴れ】

（人）

令和７年度

【天候晴れ】

（人）

増減数

（人）
前年比 種目（体験･教室）

総合スポーツ

センター
4,628 5,008 380 108%

①体力測定、②異言語脱出ゲーム、③空手道、④弓道、⑤グラウンド・ゴルフ、⑥ゲート

ボール、⑦サッカー、⑧柔道、⑨ソフトテニス、⑩卓球、⑪テニス、⑫トランポリン、⑬な

ぎなた、⑭バウンドテニス、⑮走り方教室、⑯バトン・チア、⑰ビーチボールバレー、⑱吹

矢、⑲ヘキサスロン、⑳ボウリング、㉑ミニバスクリニック、㉒野球、㉓ライフル射撃

【演技発表】

①足立ジュニア吹奏楽団（バトン・チア、一輪車、なぎなたとコラボステージ）

江北地域体育館 244 578 334 237% ①体力測定、②トランポリン、③バレーボール、④ふうせんバレー、⑤ラグビー

鹿浜地域体育館 153 357 204 233%
①一輪車、②ティーボール（野球）、③バスケットボール、④ボクシング、⑤ボッチャ、⑥

モルック、⑦ヨガ

花畑地域体育館 104 210 106 202%
①新体操、②ディスゲッター、③バドミントン、④ペガーボール、⑤ホッケー、⑥ボッ

チャ、 ⑦ラダーゲッター

梅田地域体育館 192 330 138 172%
①一輪車、②コーディネーショントレーニング、③なわとび、④ふうせんバレー、⑤ボッ

チャ

伊興地域体育館 89 150 61 169% ①体力測定、②バドミントン、③バルシューレ、④ラクロス

興本地域体育館 292 447 155 153% ①体力測定、②トランポリン、③バスケットボール

スイムスポーツ

センター
384 457 73 119%

①浮島渡り、②車いすバスケットボール、③水泳、④卓球、⑤トランポリン、⑥バウンドテ

ニス、⑦ファミリーテニス、⑧ボッチャ

東綾瀬公園温水

プール
86 79 ▲ 7 92%

①ウォーターバルーン（中止）、②水中ポールウォーキング（中止）、③運動機能相談会、

④スポーツスタッキング、⑤ヨガ

東和地域体育館 167 148 ▲ 19 89% ①K-POPダンス、②卓球、③バスケットボール
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会場

（前回）

令和６年度

【天候晴れ】

（人）

令和７年度

【天候晴れ】

（人）

増減数

（人）
前年比 種目（体験･教室）

佐野地域体育館 275 212 ▲ 63 77% ①体力測定、②剣道、③スナッグゴルフ、④トランポリン

千寿本町小学校

（千住温水プー

ル）

457 318 ▲ 139 70%

①体力測定、②デフサッカー、③フリースタイルフットボール、④フリースタイルバスケッ

ト、⑤ボッチャ、⑥モルック

平野運動場 250 137 ▲ 113 55% ①野球、②ストラックアウト、③ティーバッティング

中央本町

地域体育館
- 297 297

①体力測定、②新体操、③卓球、④バウンドテニス、⑤バドミントン、⑥パドルテニス

舎人陸上競技場 - 97 97 ①走り方教室

合計 7,321 8,825 1,504 121%

※ 東綾瀬公園温水プールのプールでのイベントはボイラー故障により中止
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区 民 委 員 会 情 報 連 絡 

令和７年１１月１１日 

件   名 東綾瀬公園温水プールの設備故障に伴う緊急工事について 

所管部課名 
地域のちから推進部生涯学習支援室スポーツ振興課 

生涯学習支援課、施設営繕部東部地区建設課 

内   容 

東綾瀬公園温水プールのボイラー設備故障により温水が確保できず、１０

月９日（木）から利用中止となっている。メーカーによる点検の結果、修理

不可の見解が示され、ボイラー本体の交換が必要になるため、今年度予定し

ているプールドーム改修工事とあわせて緊急工事を実施する。 

 

１ 緊急工事の内容 

（１）ボイラー設備２台の撤去・新設 

（２）上記に付随する工事 

 

２ 工事期間（予定） 

契約締結日から令和８年１月３１日（土）まで 

 

３ 工事金額（予定） 

１５，９５０千円（税込み） 

 

４ 緊急工事に伴う休館（予定） 

令和７年１０月９日（木）午後１時から令和８年１月３１日（土）まで 

（プールドーム改修工事に伴う休館期間【令和７年１１月１０日（月） 

から令和８年１月３１日（土）】を含む） 

 

５ 緊急工事とした経緯 

日 時 状 況 

令和７年 

１０月 １日（水） 

ボイラー異常を示すアラームが発報。メーカ

ーによる点検の結果、２台あるボイラーのう

ち１台（以下「１号機」という。）の真空圧力

に異常があることを確認し、１号機の稼働を

停止する。 

※ もう１台のボイラー（以下「２号機」と 

いう。）は正常稼働しており、営業を継続し 

た。 

１０月 ３日（金） 

メーカーによる点検の結果、１号機の燃焼室

および熱交換器に穴が開いていることを確認

し、修繕を前提に見積りを依頼した。 

（次ページに続く） 
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（緊急工事とした経緯の続き） 

日 時 状 況 

１０月 ９日（木） 

正常稼働していた２号機が起動せず。メーカー

による点検を実施し、故障の原因と思われる部

品を交換、一度は復旧した。 

※ ボイラー設備の停止により水温低下が見

込まれたため、午後１時から臨時休館とし

た。 

１０月１０日（金） 
２号機を起動しようとしたが起動せず、メーカ

ーに再点検を依頼する。 

１０月１３日（月･祝）

再点検の結果、２号機の熱交換器に穴が開いて

いることを確認した。あわせてメーカーから以

下の見解が示される。 

１号機：修理不可、ボイラー本体の交換が必要 

２号機：部品交換で復旧する可能性はあるが、

耐用年数１０年のところ１６年使用

しており再度故障するリスクが高い。 

１０月１４日（火） 
施設営繕部と協議した結果、緊急工事にてボイ

ラー２台の交換を行うこととした。 

 

６ 今後の方針 

（１）今年度予定していたプールドーム改修工事の期間と重複させて行う 

ことで、利用者への影響を最小限に抑える。 

（２）区ホームページ、指定管理者ホームページ、施設入口への掲示等で 

臨時休館を周知するとともに、利用者には丁寧な説明を行う。 
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